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ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
主
旨
な
ら
び
に
論
点

　

1
．
は
じ
め
に
―
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
問
題
意
識
―

　

オ
バ
マ
大
統
領
は
包
括
的
な
金
融
制
度
改
革
を
図
る
た
め
、
二
〇
一
〇
年
七
月
二
一
日
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー

ト
改
革
及
び
消
費
者
保
護
法
（D

odd-Frank W
all Street R

eform
 and C

onsum
er Protection A

ct

）
に
署
名
、
同
法
が
成
立
し
て
い
る
。

同
法
の
包
摂
す
る
範
囲
は
広
く

（
１
）

、
大
き
な
変
革
を
も
く
ろ
む
内
容
で
あ
る
が
、
米
国
金
融
業
界
の
ロ
ビ
ー
活
動
な
ど
に
よ
り
、
骨
抜
き
に

さ
れ
つ
つ
あ
る
と
も
伝
え
ら
れ
る

（
２
）

。
他
方
で
は
不
十
分
と
し
て
更
な
る
強
化
を
求
め
、
規
制
の
整
合
性
等
を
指
摘
す
る
見
解
も
出
さ
れ
る
。

米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び

に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察藤　

　

川　
　

信　
　

夫



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

六
六
（
六
六
）

域
外
適
用
、
外
国
金
融
機
関
へ
の
影
響
等
、
今
後
の
方
向
性
、
十
分
性
な
ど
不
透
明
な
部
分
も
多
く
、
同
法
成
立
後
も
多
く
の
議
論
と
影

響
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る

（
３
）（
４
）。

本
稿
は
か
か
る
大
局
的
な
問
題
意
識
の
下
に
、
検
討
対
象
と
し
て
は
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引

規
制
等
の
新
た
な
切
り
口
に
絞
り
込
み
、
揺
れ
動
く
同
法
の
展
開
と
帰
趨
な
ら
び
に
実
践
、
影
響
等
に
つ
き
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る

（
５
）

。

　

2
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
主
旨

　

同
法
の
主
な
内
容
は
、
危
機
再
発
防
止
の
た
め
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
を
把
握
す
る
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
・
レ
ギ
ュ
レ
ー
タ
ー

設
置
、
金
融
機
関
の
規
模
が
大
き
過
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
と
い
うToo big to fail

（TB
TF

）
問
題
へ
の
対
応
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
（O

ver 

the C
ounter Sw

aps M
arkets

）
改
革
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
（H

edge Fund

）
規
制
、
銀
行
・
保
険
規
制
改
善
、
格
付
機
関
規
制
強
化
、

証
券
化
市
場
規
制
、
役
員
報
酬
等
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
善
、
消
費
者
・
投
資
家
保
護
強
化
等
の
多
く
の
課
題
に
対
処
せ
ん
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
）

同
法
は
一
六
章
、
二
三
〇
〇
頁
に
及
ぶ
大
部
な
分
量
で
あ
り
、
多
様
な
実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
組
合
わ
せ
、
今
後
の
膨
大
な
細
目
規
定
へ
委
任
・

整
備
が
特
徴
で
あ
る
。

（
2
）

適
用
除
外
規
定
の
ほ
か
、
適
用
延
期
に
つ
き
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
最
終
規
則
発
出
日
の
一
二
ヶ
月
後
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）、
ま
た
は

同
法
成
立
二
年
後
（
二
〇
一
二
年
七
月
）
の
早
い
日
に
施
行
さ
れ
る
が
、
最
長
五
年
間
の
移
行
期
間
が
あ
り
、
二
〇
一
七
年
七
月
ま
で
猶
予
さ
れ
る

可
能
性
も
あ
る
。
流
動
性
の
な
い
フ
ァ
ン
ド
は
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
判
断
に
よ
り
最
大
五
年
間
の
適
用
延
長
が
可
能
で
あ
り
、
適
用
時
期
は
最
長
で
一
二
年
後

に
な
る
。

（
3
）Ted Paradise,D

avis Polk &
 W

ardw
ell LLP "H

ow
 D

odd-Frank A
pplies O

utside the U
.S. " January 1

6,2
0
1
2, "Fund Investing and 

Sponsoring under the V
olcker R

ule "D
ecem

ber 13,2011, "Proprietary Trading under the V
olcker R

ule " February 20,2012, D
avid Skeel " 



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

六
七
（
六
七
）

The N
ew

 Financial D
eal understanding the dodd-frank act and its unintended consequences " A

pril 2
1,2

0
1
0.

（
4
）

同
法
の
概
要
に
関
し
て
、
小
立
敬
「
米
国
に
お
け
る
金
融
制
度
改
革
法
の
成
立
―
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
概
要
―
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ

リ
ー
（
二
〇
一
〇
年
夏
号
）
一
二
七
―
一
五
二
頁
参
照
、以
下
同
。
松
尾
直
彦
『
Ｑ
＆
Ａ
ア
メ
リ
カ
金
融
改
革
法
―
ド
ッ
ド=

フ
ラ
ン
ク
法
の
す
べ
て
』

金
融
財
政
事
情
研
究
会
（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）、
鈴
木
博
「
米
国
の
金
融
規
制
改
革
法
と
金
融
機
関
経
営
─
大
規
模
金
融
機
関
の
経
営
の
視
点
か

ら
─
」
農
林
金
融
（
二
〇
一
一
年
一
月
）。

（
5
）

筆
者
は
二
〇
一
一
年
二
月
一
日
か
ら
四
月
三
〇
日
ま
で
日
本
大
学
本
部
海
外
派
遣
研
究
員
（
短
期
Ａ
）
と
し
て
米
国G

eorge W
ashington 

U
niversity Law

 School
で
在
外
研
究
（
客
員
研
究
員
）
を
行
い
、
そ
の
後
従
前
の
勤
務
先
で
あ
る
日
本
政
策
投
資
銀
行N

ew
 Y

ork R
epresentative 

O
ffi ce

の
協
力
を
得
て
米
国
金
融
市
場
の
調
査
を
行
っ
た
。
同
大
学
で
のC

-LEA
F and Professor and E*TR

A
D

E B
ank G

eneral C
ounsel John 

B
uchm

an host A
m

erican Enterprise Institute for Public Policy R
esearch Fellow

 Peter J. W
allison and M

IT Sloan School of M
anagem

ent 

Professor Sim
on Johnson "The D

odd-Frank A
ct: D

id It G
o Too Far or N

ot Far Enough?" M
arch 1

7,2
0
1
1,FC

C
-B

urns#
5
0
5

等
関
連
の
研

究
会
、
二
〇
一
一
年
一
月
一
七
日
同
大
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
法
案
作
成
者D

odd

委
員
長
自
身
の
講
演
会
等
参
照
。

　
　
　
　
　

第
二
章　

銀
行
持
株
会
社
と
マ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制

　

1
．
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
一
元
化

　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
は
危
機
再
発
防
止
の
観
点
か
ら
、
マ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
（M

acro Prudence

）
を
担
う
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・

リ
ス
ク
規
制
機
関
と
し
て
金
融
安
定
監
督
カ
ウ
ン
シ
ル
（Financial Stability O

versight C
ouncil FSO

C

）
が
設
置
さ
れ
、
連
邦
準
備

制
度
理
事
会
（Federal R

eserve B
oard FR

B

）
が
勧
告
権
限
を
有
す
る
。
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
の
評
価
、
情
報
収
集
・
分
析
を
行

う
金
融
調
査
庁
（O

fnce of Financial R
esearch

）
を
財
務
省
内
に
設
け
る
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

六
八
（
六
八
）

　

2
．
銀
行
持
株
会
社
とToo big to fail

問
題
な
ら
び
に
厳
格
な
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制

　

金
融
機
関
の
規
模
が
大
き
過
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
（
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
）
問
題
の
対
処
と
し
て
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
事
前
予
防
の
観
点
か
ら
シ
ス
テ
ミ

ッ
ク
・
リ
ス
ク
を
も
た
ら
し
得
る
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
機
関
（System

ically Im
portant Financial Institutions SIFIs

）、
即
ち
総

資
産
五
〇
〇
億
ド
ル
以
上
の
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
を
対
象
に
厳
格
な
プ
ル
ー
デ
ン
ス

規
制
（Enhanced Prudential Standards

高
度
健
全
性
基
準
）
を
課
し
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
を
導
入
す
る
。
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス

ク
発
生
の
事
後
対
応
と
し
て
連
邦
預
金
保
険
公
社
（
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
）
に
よ
る
秩
序
だ
っ
た
清
算
手
続
き
（orderly liquidation

）
を
組
み
込

む
。
厳
格
な
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制
に
よ
り
破
綻
確
率
を
引
き
下
げ
、
納
税
者
負
担
を
回
避
し
つ
つ
清
算
す
る
方
針
で
あ
る
。
レ
バ
レ
ッ
ジ

（leverage

）
、
金
融
資
産
の
量
・
質
、
負
債
の
量
・
質
、
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
取
引
に
よ
り
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
て
い
る
与
信
額
で
あ
る
オ
フ
バ

ラ
ン
ス
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
等
に
応
じ
規
制
が
厳
し
く
な
り
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
資
本
構
成
・
リ
ス
ク
、
複
雑
性
、
金
融
業
務
、
規
模
等
を
考

慮
し
、
個
別
金
融
機
関
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
規
制
す
る
。SIFIs

が
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
な
金
融
機
関
に
な
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
減
じ
る
こ
と
が

狙
い
で
あ
ろ
う
。

　

義
務
的
高
度
健
全
性
基
準
に
は
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
自
己
資
本
規
制
・
レ
バ
レ
ッ
ジ
制
限

（
６
）・

流
動
性
規
制
、
統
合
的
リ
ス
ク
管
理
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）、

レ
ゾ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
（
破
綻
処
理
計
画
、
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル

（
７
）

）
及
び
信
用
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
報
告
書
、
与
信
集
中
制
限
が

あ
る
。
ま
た
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
（
強
制
転
換
条
項
付
）
キ
ャ
ピ
タ
ル
規
制

（
８
）

、
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
強
化
、
短
期
債
務
制
限

（
９
）

等
の
任

意
的
高
度
健
全
性
基
準
は
、
カ
ウ
ン
シ
ル
の
勧
告
を
踏
ま
え
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
具
体
的
に
検
討
す
る
。
清
算
回
避
の
た
め
の
納
税
者
資
金
の
使
用

禁
止
、
破
綻
処
理
コ
ス
ト
の
金
融
機
関
か
ら
の
徴
収
、
Ｆ
Ｅ
Ｄ
（
米
国
連
邦
準
備
銀
行
）
の
個
別
緊
急
融
資
の
禁
止
を
内
容
と
す
る
。
金

融
シ
ス
テ
ム
に
リ
ス
ク
を
及
ぼ
し
う
る
破
綻
リ
ス
ク
が
生
じ
た
場
合
、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
主
導
の
綻
処
理
手
続
き
を
開
始
、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
・
Ｆ
Ｅ
Ｄ



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

六
九
（
六
九
）

の
勧
告
に
基
づ
き
財
務
長
官
が
裁
判
所
に
手
続
開
始
を
申
し
立
て
る
。
金
融
機
関
側
の
整
理
計
画
と
し
て
、
破
綻
時
を
想
定
し
た
生
前
遺

言
（
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
）
の
当
局
宛
提
出
・
定
期
的
更
新
を
義
務
付
け
る
。
ま
たSIFIs

に
対
す
る
資
本
・
レ
バ
レ
ッ
ジ
・
流
動
性
等

の
健
全
性
要
件
の
加
重
を
Ｆ
Ｓ
Ｏ
Ｃ
が
Ｆ
Ｅ
Ｄ
に
勧
告
す
る
。

（
6
）

レ
バ
レ
ッ
ジ
規
制
は
金
融
安
定
の
重
大
な
脅
威
と
カ
ウ
ン
シ
ル
が
判
断
す
る
場
合
負
債
株
式
比
率
（debt to equity ratio

）
が
15
：
1
に
制
限

さ
れ
、
与
信
集
中
は
関
係
会
社
以
外
に
対
し
自
己
資
本
（
株
主
資
本
＋
剰
余
金
）
の
二
五
％
以
内
の
制
限
が
加
わ
る
。
ベ
ー
ス
、
悪
化
、
最
悪
化
の

各
シ
ナ
リ
オ
で
の
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
、
破
綻
計
画
修
正
が
求
め
ら
れ
る
。

（
7
）SIFIs

を
対
象
に
連
邦
倒
産
法
チ
ャ
プ
タ
ー
11
等
に
代
替
す
る
破
綻
処
理
手
続
き
で
あ
る
。

（
8
）

法
律
成
立
日
か
ら
二
年
以
内
に
カ
ウ
ン
シ
ル
が
議
会
に
提
出
す
る
報
告
書
に
よ
り
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
規
則
化
を
検
討
す
る
。

（
9
）

短
期
債
務
制
限
は
、
自
己
資
本
（
株
主
資
本
＋
剰
余
金
）
対
比
に
お
け
る
制
限
が
加
わ
る
。

　
　
　
　
　

第
三
章　

銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
合
併
・
統
合
な
ど
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制　

　

1
．
合
併
・
統
合
な
ら
び
に
銀
行
持
株
会
社
制
限

　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
はSIFIs

を
対
象
に
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
場
合
、
リ
ス
ク
緩
和
を
目
的
と
し
て
当
該
金
融
機

関
に
対
し
合
併
等
の
制
限
、
資
産
売
却
、
当
初
の
合
併
な
ど
を
解
消
す
る
ブ
レ
ー
ク
・
ア
ッ
プ
を
命
じ
る
権
限
を
規
定
す
る
。
な
お
米
国

で
は
Ｍ
＆
Ａ
の
ブ
レ
ー
ク
・
ア
ッ
プ
に
関
し
て
、
競
合
関
係
に
あ
る
買
収
提
案
が
さ
れ
れ
ば
経
営
陣
は
株
主
価
値
最
大
化
を
図
る
義
務
が

あ
り
（
レ
ブ
ロ
ン
基
準
）、
情
報
開
示
な
ど
ウ
イ
ン
ド
ー
シ
ョ
ッ
プ
を
通
じ
て
好
条
件
の
交
渉
に
応
じ
る
が
（
フ
ィ
デ
ュ
シ
ャ
リ
ー
・
ア

ウ
ト
条
項
）、
提
案
を
拒
否
さ
れ
た
買
収
者
に
損
失
が
生
じ
る
場
合
に
は
当
該
損
失
を
賠
償
す
る
合
意
を
す
る
場
合
も
あ
る
（
ブ
レ
ー
ク
・



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

七
〇
（
七
〇
）

ア
ッ
プ
フ
ィ
ー
条
項
）。
次
に
金
融
安
定
監
督
カ
ウ
ン
シ
ル
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
り
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
他
の
会
社
と
の
統
合
・
合
併

の
制
限
、
金
融
商
品
等
の
提
供
の
禁
止
、
一
部
業
務
の
禁
止
、
制
限
の
賦
課
、
さ
ら
に
不
十
分
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
資
産
な
ら
び
に
オ

フ
バ
ラ
ン
ス
項
目
の
売
却
・
譲
渡
を
求
め
る
。
金
融
危
機
時
に
銀
行
持
株
会
社
と
し
て
待
避
し
た
投
資
銀
行
に
つ
き
、
ホ
テ
ル
・
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
（H

otel C
alifolnia

）
条
項
も
規
定
さ
れ
、
総
資
産
が
五
〇
〇
億
ド
ル
以
上
で
不
良
資
産
買
取
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｆ
）
に

よ
り
資
本
注
入
さ
れ
た
銀
行
持
株
会
社
が
地
位
を
返
上
す
る
場
合
、
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
と
し
て
引
き
続
き
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
厳
格
な
プ
ル
ー

デ
ン
ス
規
制
を
受
け
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
よ
る
追
加
的
自
己
資
本
、
量
的
制
限
が
課
さ
れ
る
。
ま
た
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
の
規
制

潜
脱
防
止
が
規
定
さ
れ
、
カ
ウ
ン
シ
ル
は
Ｆ
Ｒ
Ｂ
要
請
に
よ
り
、
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
の
非
指
定
会
社
に
つ
き
、
金
融
業
務
（
外
国
会

社
は
米
国
の
金
融
業
務
）
が
米
国
の
安
定
に
脅
威
と
な
り
、SIFIs

の
枠
組
み
適
用
を
免
れ
る
べ
く
組
織
さ
れ
る
場
合
、
金
融
業
務
を
指

定
し
厳
格
な
規
制
下
に
置
く

）
10
（

。

　

2
．
銀
行
持
株
会
社
等
な
ら
び
に
合
併
・
統
合
等
の
禁
止

　

（
1
）
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
等
に
よ
る
業
務
範
囲
の
制
限　

同
法
第
六
一
九
条
に
よ
り
一
九
五
六
年
銀
行
持
株
会
社
法
第
一
三
条
が
追

加
さ
れ
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
（Volcker R

ule

）
が
定
め
ら
れ
、
全
銀
行
と
持
株
会
社
を
対
象
に
自
己
勘
定
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
ヘ
ッ

ジ
フ
ァ
ン
ド
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
（
Ｐ
Ｅ
）
フ
ァ
ン
ド
出
資
等
に
つ
き
原
則
禁
止
す
る
。
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
出
資
は
受

入
出
資
金
の
三
％
以
下
か
つ
出
資
者
の
銀
行
等
のTier1

資
本
三
％
以
下
に
限
り
許
可
す
る
。
預
金
保
険
制
度
で
保
護
さ
れ
る
銀
行
が
高

リ
ス
ク
業
務
を
行
い
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
と
な
ら
な
い
よ
う
に
業
務
範
囲
の
制
限
に
よ
る
巨
大
金
融
機
関
の
規
模
抑
制
を
目
的
と
す
る
。
米
国
財
務

省
証
券
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
債
等
の
取
得
・
処
分
・
引
受
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー
間
の
気
配
提
示
に
よ
る
相
対
取
引
で
あ
る
マ
ー
ケ
ッ



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

七
一
（
七
一
）

ト
メ
イ
ク
関
連
証
券
や
顧
客
依
頼
の
証
券
等
の
取
得
・
処
分
、
リ
ス
ク
緩
和
の
た
め
の
ヘ
ッ
ジ
業
務
は
例
外
と
な
り
、
当
初
案
に
比
し
適

用
除
外
の
対
象
範
囲
が
明
確
と
な
る
。
銀
行
等
に
よ
る
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
投
資
、
ス
ポ
ン
サ
ー
も
禁
止
さ
れ
る
が
、
一
定
の
許
容

範
囲

）
11
（

が
あ
り
、
外
国
銀
行
組
織
の
米
国
外
の
み
（solely outside the U
S

）
の
行
為
等
も
適
用
除
外
さ
れ
る

）
12
（

。
政
治
的
圧
力
等
に
よ
る
骨

抜
き
化
が
進
ん
で
い
る
点
は
問
題
と
な
ろ
う
。
ま
た
業
務
縮
小
に
関
連
し
て
、
第
七
一
六
条
で
は
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項

（sw
ap pushout provision

）
が
設
け
ら
れ
（
リ
ン
カ
ー
ン
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
押
出
条
項
）、
銀
行
が
連
邦
支
援
（federal assistance

）
を

受
け
る
場
合
に
ス
ワ
ッ
プ
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（sw

aps entities

）
の
分
離
を
求
め
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
業
者
に
対
す
る
連
邦
支
援

）
13
（

を
禁
ず
る
。

連
邦
支
援
対
象
と
な
ら
な
い
限
り
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
（
金
融
派
生
商
品
）
業
務
は
制
限
さ
れ
ず
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
監
督
下
の
持
株
会
社
の
一
部
と
し

て
の
保
険
加
入
預
金
金
融
機
関
の
関
係
会
社
は
禁
止
対
象
か
ら
外
れ
て
い
る
。

　

（
2
）
銀
行
持
株
会
社
と
合
併
・
統
合
等
の
禁
止　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
大
規
模
合
併
の
禁
止
を
図
り
、
対
象
と
し
て
預
金
取
扱
機
関
、

銀
行
持
株
会
社
、
貯
蓄
金
融
機
関
持
株
会
社
、
預
金
保
険
対
象
機
関
の
支
配
会
社
、
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
、
外
国
銀
行
、
銀
行
持
株
会

社
と
し
て
の
取
り
扱
い
を
受
け
る
外
国
会
社
が
挙
げ
ら
れ
る
。
取
得
す
る
金
融
会
社
の
負
債
と
の
合
計
負
債
総
額
が
前
年
末
の
全
金
融
会

社
の
負
債
総
額
（
連
結
ベ
ー
ス
）
の
一
〇
％
を
超
え
る
場
合
、
他
の
金
融
機
関
と
の
合
併
、
統
合
、
全
資
産
ま
た
は
主
要
資
産
取
得
、
経

営
権
取
得
が
禁
止
さ
れ
る

）
14
（

。
金
融
機
関
が
破
綻
ま
た
は
危
機
に
あ
る
場
合
、
連
邦
預
金
保
険
法
に
定
め
る
預
金
取
扱
機
関
の
破
綻
処
理
の

場
合
、
承
継
時
の
負
債
増
加
が
僅
か
な
場
合
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
事
前
同
意
に
よ
り
負
債
シ
ェ
ア
制
限
適
用
の
免
除
規
定
が
設
け
ら
れ
る
。

（
10
）

中
間
持
株
会
社
設
置
も
命
じ
る
。
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
と
し
て
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
厳
格
な
監
督
下
に
置
か
れ
る
。
ブ
レ
ー
ク
・
ア
ッ
プ
に
関
し
て
、

近
藤
浩
「
Ｍ
Ｂ
Ｏ
の
死
角 

第
三
回 

利
益
相
反
」
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
（
二
〇
〇
七
年
八
月
二
三
日
）。

（
11
）

許
容
範
囲
と
し
て
は
、
①
銀
行
等
が
ト
ラ
ス
ト
、
フ
イ
デ
ュ
ー
シ
ャ
リ
ー
、
投
資
顧
問
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
②
フ
ァ
ン
ド
は
同
サ
ー
ビ
ス
提



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

七
二
（
七
二
）

供
の
た
め
に
組
成
・
募
集
、
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
受
け
る
顧
客
に
対
し
て
の
み
組
成
・
募
集
が
行
わ
れ
、
③
僅
か
な
額
の
（de m

inim
is

）
投

資
を
除
き
、
銀
行
等
が
フ
ァ
ン
ド
の
エ
ク
イ
テ
ィ
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
そ
の
他
の
所
有
権
を
保
有
し
な
い
場
合
で
、
④
連
邦
準
備
法
23
Ａ
条
・
23

Ｂ
条
を
遵
守
す
る
等
の
条
件
を
満
た
す
場
合
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
組
成
・
募
集
（
ス
ポ
ン
サ
ー
を
含
む
）
が
認
め
ら
れ
る
。
③
の
僅
か
な
額
の

投
資
に
つ
い
て
、（
a
）銀
行
等
が
エ
ク
イ
テ
ィ
等
を
保
有
し
て
も
シ
ー
ド
マ
ネ
ー
で
あ
る
場
合
、（
b
）フ
ァ
ン
ド
を
設
立
後
一
年
以
内
に
償
還
・
売
却
・

希
薄
化
に
よ
り
所
有
権
が
三
％
以
下
と
な
っ
た
場
合
、（
c
）銀
行
等
に
と
っ
て
重
大
で
は
な
い
も
の
と
し
て
投
資
金
額
合
計
が
銀
行
等
のTierl

資

本
対
比
三
％
以
内
の
場
合
が
該
当
す
る
。
前
掲
・
小
立
敬
一
三
八
―
一
四
〇
頁
。de m

inim
is exception

に
つ
き
、Ted Paradise, D

avis Polk &
 

W
ardw

ell LLP "R
egistration of O

TC
 D

erivatives D
ealers" June 4,2

0
1
2.

（
12
）

米
国
外
活
動
に
関
す
る
重
要
な
例
外
と
し
て
、
銀
行
持
株
会
社
法
第
四
条（
c
）項（
9
）号
ま
た
は
四
条（
c
）項（
13
）号
に
基
づ
く
自
己
勘
定
取

引
規
定
が
あ
り
、
銀
行
持
株
会
社
が
、
①
外
国
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
、
事
業
の
大
部
分
が
米
国
外
で
行
わ
れ
る
場
合
、
②
海
外
事
業
に
伴
う
事
業

を
除
き
米
国
内
で
事
業
を
行
わ
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
例
外
規
定
は
銀
行
事
業
体
が
米
国
内
に
設
立
さ
れ
た
銀
行
事
業
体
に
よ
り
直
接
的
・
間

接
的
に
支
配
さ
れ
る
場
合
は
利
用
で
き
な
い
。
邦
銀
が
米
国
外
に
お
い
て
取
引
を
行
う
場
合
、
米
国
銀
行
事
業
体
に
よ
り
支
配
さ
れ
な
い
限
り
例
外

規
定
を
利
用
で
き
る
。solely outside the U

S
の
例
外
は
後
述
の
ス
ー
パ
ー
23
Ａ
に
は
な
い
。Ted Paradise,D

avis Polk &
 W

ardw
ell LLP.

（
13
）

連
邦
支
援
に
は
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ウ
イ
ン
ド
ウ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
（
連
邦
準
備
法
一
三
条（
3
）項
は
除
外
）、
Ｆ

Ｄ
Ｉ
Ｃ
提
供
の
預
金
保
険
、
債
務
保
証
等
が
規
定
さ
れ
る
。

（
14
）

負
債
は
実
際
は
自
己
資
本
比
率
の
分
母
の
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
か
ら
規
制
資
本
を
控
除
し
て
シ
ェ
ア
が
算
定
さ
れ
る
。
外
国
金
融
機
関
で
は
米

国
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
関
連
の
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
、
規
制
資
本
の
数
字
が
用
い
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

第
四
章 

 

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
Ｍ
＆
Ａ
取
引
に
お
け
る
影
響
と
検
討

　

１
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
Ｍ
＆
Ａ
規
制

　

以
下
で
は
論
点
の
多
い
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
中
で
も
Ｍ
＆
Ａ
関
連
規
定
に
絞
っ
て
金
融
業
界
へ
の
影
響
等
を
具
体
的
に
検
討
し
た
い
。



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

七
三
（
七
三
）

近
年
連
邦
規
制
法
で
はthe G

arn-St. G
erm

ain A
ct of 1

9
8
2、    the R

iegle-N
eal A

ct of 1
9
9
4、   the G

ram
m

-Leach-B
liley A

ct of 1
9
9
9

等
が
制
定
さ
れ
銀
行
経
営
に
変
革
を
も
た
ら
し
て
い
る

）
15
（

。
同
法
は
銀
行
の
Ｍ
＆
Ａ
取
引
を
支
配
す
る
重
要
な
条
項
を
含
み
、
第
一
義
的
に

は
Ｍ
＆
Ａ
取
引
奨
励
よ
り
も
取
引
遂
行
の
規
制
上
の
障
壁
と
な
る
と
い
え
よ
う

）
16
（

。
将
来
の
買
収
者
に
十
分
な
資
本
・
管
理
要
件
を
課
し
、

負
債
と
預
金
の
集
中
に
対
す
る
制
限
を
確
立
し
て
監
督
当
局
が
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
を
惹
起
す
る
取
引
を
制
限
す
る
方
向
に
導
い
て

い
る
。
他
方
、
か
か
る
障
壁
と
は
反
対
の
方
向
に
同
法
の
他
の
様
相
が
変
化
を
も
た
ら
す
可
能
性
も
あ
り
、
資
本
へ
の
制
約
、
小
規
模
銀

行
の
生
存
を
困
難
化
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
関
連
経
費
増
加
等
も
挙
げ
ら
れ
る
。
か
か
る
側
面
は
議
会
は
制
定
時
に
は
意
図
し
な
い
と

し
て
も
、
産
業
再
編
と
経
済
状
態
の
成
熟
さ
の
中
で
、
銀
行
の
新
た
な
Ｍ
＆
Ａ
活
動
の
主
導
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
る

）
17
（

。

（
15
）Steven J. Pilloff, Board of G

overnors of the Federal Reserve System
 Staff Study N

o. 176, Bank M
erger A

ctivity in the U
nited States, 1994-

2003 (2004).

（
16
）

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
Ｍ
＆
Ａ
規
定
に
関
し
て
、''B

ank M
&

A
 in the W

ake of D
odd-Frank'' M

icha el J. A
iello and H

eath P. Tarbert 

The B
anking Law

 Journal Editor-in-chief Steven A
. M

eyerow
itz V

olum
e 1

2
7 N

um
ber 1

0 N
ovem

ber/D
ecem

ber 2
0
1
0, pp

9
0
9-9

2
3 

を
参

照
し
た
。
以
下
同
。

（
17
）M

att M
onks, C

onsolidation W
ave M

ay Sw
am

p 2
5%

 of B
anks W

ithin 5 Y
ears, A

m
erican B

anker (2
0
1
0). 

　

2
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
定

　

（
1
）
自
己
資
本
規
制
の
重
複
―
十
分
な
資
本
化
・
管
理
要
件
の
改
正
―　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
Ｍ
＆
Ａ
関
連
規
定
で
第
六
〇
七

条
は
重
要
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
別
州
の
銀
行
支
配
権
を
獲
得
す
る
場
合
、
銀
行
持
株
会
社
に
十
分
な
資
本
化
・
管
理
要
件



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

七
四
（
七
四
）

（w
ell-capitalized and w

ell-m
anaged requirem

ents

）
を
課
す
べ
く
一
九
五
六
年
銀
行
持
株
会
社
法
（the B

ank H
olding C

om
pany 

A
ct of 1

9
5
6

（B
H

C

）
）
を
改
正
し

）
18
（

、
ま
た
一
九
六
〇
年
銀
行
合
併
法
（the B

ank M
erger A

ct of 1
9
6
0

（B
M

A

）
）
改
正
に
よ
り
被
保

険
者
の
預
金
機
関
に
対
し
各
州
間
の
合
併
に
つ
き
資
本
・
管
理
要
件
を
充
足
し
規
制
当
局
の
許
可
を
求
め
る

）
19
（

。
従
前
はB

ank H
olding 

C
om

pany A
ct

（B
H

C
A

）
、the B

ank M
erger A

ct

（B
M

A

）
に
よ
る
適
切
な
資
本
・
管
理
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
で
済
ん
だ
と
こ
ろ
、

十
分
な
管
理
要
件
は
当
局
の
裁
量
を
伴
う
が
、
必
要
と
さ
れ
る
資
本
比
率
は
柔
軟
性
に
乏
し
い
た
め
厄
介
な
面
が
あ
る
。
ま
た
第
一
七
一

条
コ
リ
ン
ズ
修
正
（C

ollins A
m

endm
ent

）
に
係
る
が
、
自
己
資
本
規
制
の
重
複
が
み
ら
れ
、
同
法
第
一
章
で
はSIFIs

及
び
監
督
対
象

ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
、
コ
リ
ン
ズ
修
正
で
は
米
国
銀
行
持
株
会
社
、
さ
ら
に
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
で
は
国
際
的
に
活
発
な
銀
行
及
び
銀
行
持
株

会
社
が
そ
の
対
象
と
な
る

）
20
（

。
コ
リ
ン
ズ
修
正
で
は
銀
行
に
対
す
る
現
在
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
及
び
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
自
己
資
本
規
制
に
つ
き

）
21
（

、
十

分
な
資
本
と
判
断
さ
れ
る
比
率
は
最
低
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
自
己
資
本
比
率
の
う
ち
、Tier1

自
己
資
本
比
率
六
・
〇
％
、
合
計
自
己
資
本
比

率
一
〇
・
〇
％
、
最
低
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
は
五
・
〇
％
と
な
る
（
同
法
以
前
は
各
四
・
〇
％
、
八
・
〇
％
、
四
・
〇
％
）。
監
督
当
局
は

慣
習
法
上
、
合
併
・
買
収
に
先
立
ち
自
己
資
本
比
率
の
要
求
を
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
同
法
は
更
に
不
文
律
で
デ
フ
ァ
ク
ト
な
制
限
を

高
め
る
懸
念
が
あ
る
。Tier1

資
本
の
定
義
が
狭
隘
化
し
、
十
分
な
資
本
化
条
件
は
障
壁
と
な
り
か
ね
ず
、
Ｍ
＆
Ａ
戦
略
を
企
画
す
る
銀

行
に
対
し
て
相
当
な
負
担
を
課
す
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

（
2
）
集
中
制
限  

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
の
収
束
と
軌
を
一
に
し
、
被
保
険
者
の
預
金
機
関
、
Ｆ
Ｓ
Ｏ
Ｃ
指
定
のSIFIs

に
対
し
て
第
六
二
二

条
は
集
中
制
限
（C

oncentration Lim
its

）
規
定
を
設
け
る

）
22
（

。
債
務
に
対
す
る
全
体
的
制
限
と
し
て
、
結
果
的
に
総
計
で
米
国
預
金
債
務

の
一
〇
％
以
上
を
持
つ
場
合
、
買
収
・
合
併
が
禁
止
さ
れ
る
。 

現
在
Ｂ
Ｈ
Ｃ
Ａ
は
一
〇
％
超
を
保
有
す
る
場
合
銀
行
持
株
会
社
に
よ
る

州
際
銀
行
の
買
収
を
制
限
す
る
が
、
銀
行
の
合
併
、
銀
行
持
株
会
社
に
よ
る
Ｂ
Ｈ
Ｃ
Ａ
上
の
銀
行
で
は
な
い
預
金
保
険
対
象
機
関
の
州
際



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

七
五
（
七
五
）

買
収
、
貯
蓄
金
融
機
関
持
株
会
社
に
よ
る
預
金
保
険
対
象
機
関
の
州
際
買
収
に
も
拡
大
適
用
さ
れ
る
。
同
法
六
二
三
条
で
は
Ｂ
Ｈ
Ｃ
Ａ
、

Ｂ
Ｍ
Ａ
、
持
家
所
有
者
ロ
ー
ン
法
令
（the H

om
e O

w
ners' Loan A

ct

）
を
改
正
し
、
各
州
間
の
買
収
・
合
併
は
い
か
な
る
預
金
金
融
機

関
も
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
の
被
保
険
預
金
の
一
〇
％
以
上
を
支
配
で
き
な
い
旨
を
規
定
す
る
。
同
法
は
Ｍ
＆
Ａ
取
引
が
債
務
不
履
行
あ
る
い
は
危
機

に
あ
る
預
金
金
融
機
関
を
包
含
す
る
場
合
、
買
収
が
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
支
援
を
得
て
達
成
さ
れ
る
場
合
、
監
督
当
局
の
集
中
制
限
の
限
度
額
引
上

げ
を
認
め
る

）
23
（

。
Ｍ
＆
Ａ
取
引
が
当
該
制
限
に
か
か
る
こ
と
は
直
ち
に
考
え
に
く
い
と
は
い
え
、
集
中
制
限
は
銀
行
業
に
お
け
る
大
規
模
合

併
を
よ
り
複
雑
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

（
3
）
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー　

大
規
模
合
併
防
止
の
意
図
さ
れ
た
障
壁
と
し
て
、
Ｂ
Ｈ
Ｃ
Ａ
第
三
・
四
条
に
よ

り
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
競
争
、
金
融
、
管
理
・
監
督
等
の
各
要
因
か
ら
銀
行
と
ノ
ン
バ
ン
ク
買
収
の
防
止
権
限
を
有
す
る

）
24
（

。
Ｂ
Ｍ
Ａ
は
Ｏ
Ｃ
Ｃ
（
米

国
通
貨
監
督
庁
）、
Ｏ
Ｔ
Ｓ
（
貯
蓄
機
関
監
督
局
）、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
及
び 

Ｆ
Ｒ
Ｂ 

に
関
し
同
種
の
内
容
を
規
定
す
る

）
25
（

。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク

法
で
は
、
貯
蓄
金
融
機
関
を
統
括
す
る
Ｏ
Ｔ
Ｓ
は
、
国
法
銀
行
監
督
当
局
で
あ
る
Ｏ
Ｃ
Ｃ
に
統
合
さ
れ
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
保
険
業
監
督
当

局
で
あ
る
Ｆ
Ｉ
Ｏ
（
連
邦
保
険
局
）
が
財
務
省
の
中
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
法
は
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
・
フ
ァ

ク
タ
ー
（system

ic risk factor

）
の
要
因
を
加
え
Ｂ
Ｈ
Ｃ
Ａ
・
Ｂ
Ｍ
Ａ
を
修
正
す
る
。
監
督
当
局
は
提
案
さ
れ
た
買
収
・
合
併
、
再
編
が

全
米
の
銀
行
業
務
・
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
に
与
え
る
大
き
な
集
中
し
た
リ
ス
ク
の
程
度
を
考
慮
し
獲
得
対
象
の
企
業
・
資
産
規
模
が

一
〇
〇
億
超
の
金
融
持
株
会
社
買
収
に
対
し
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
事
前
承
認
を
要
求
す
る

）
26
（

。
同
等
の
大
手
銀
行
間
取
引
で
は
集
中
制
限
と
併
せ
て
シ

ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
の
問
題
が
生
じ
、
さ
ら
に
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
（
翌
日
物
）
資
金
市
場
の
決
済
シ
ス
テ
ム
等
安
定
性

の
問
題
が
先
鋭
化
す
る
場
合
は
か
か
る
制
限
に
よ
り
Ｍ
＆
Ａ
取
引
が
複
雑
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
伝
統
的
銀
行
取
引
よ
り
も
高
リ
ス
ク

と
認
識
さ
れ
る
ノ
ン
バ
ン
ク
の
合
併
等
も
同
様
で
あ
ろ
う

）
27
（

。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

七
六
（
七
六
）

　

（
4
）
ノ
ン
バ
ン
ク
の
合
併
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
（m

oratorium
 on nonbank banks

）　

銀
行
の
Ｍ
＆
Ａ
市
場
で
は
正
規
の
金
融
機
関
な
ら

び
に
商
業
会
社
（com

m
ercial com

pany

）
に
よ
る
ノ
ン
バ
ン
ク
買
収
の
比
重
が
大
き
い

）
28
（

。
立
法
担
当
者
が
商
業
会
社
が
銀
行
関
連
の
厳

格
規
制
を
回
避
し
て
銀
行
業
務
分
野
に
参
入
す
る
と
し
て
異
を
述
べ
る
所
以
で
あ
る

）
29
（

。
猶
予
期
間
と
し
て
、
銀
行
が
商
業
会
社
に
よ
り
支

配
さ
れ
る
場
合
、
産
業
銀
行
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
銀
行
、
信
託
銀
行
に
関
し
て
新
し
い
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
保
険
の
三
年
間
の
猶
予
期
間
が
賦
与

さ
れ
る

）
30
（

。
ノ
ン
バ
ン
ク
が
商
業
会
社
に
よ
り
直
接
的
、
間
接
的
に
支
配
さ
れ
る
全
取
引
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る

）
31
（

。
商
業
会
社
は
本
質
的
に

非
金
融
活
動
の
収
益
が
一
五
％
超
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
な
る

）
32
（

。
同
法
で
は
支
配
の
変
更
が
あ
り
、
八
五
％
以
上
が
非
金
融
収
益
で
あ
る

会
社
に
よ
り
産
業
銀
行
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
銀
行
、
信
託
銀
行
が
設
立
さ
れ
る
場
合
、
規
制
当
局
が
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
を
規
定
す

る
）
33
（

。
デ
フ
ォ
ル
ト
危
機
に
あ
る
ノ
ン
バ
ン
ク
買
収
で
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
例
外
が
あ
り
、
ま
た
支
配
の
変
化
が
二
つ
の
商
業
会
社
の
間
の

大
型
合
併
と
し
て
起
こ
る
場
合
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
は
撤
廃
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
か
か
る
限
定
さ
れ
た
例
外
は
あ
る
が
、
モ
ラ
ト
リ
ア

ム
の
存
在
は
ノ
ン
バ
ン
ク
子
会
社
売
却
に
関
す
る
取
引
に
つ
き
、
Ｍ
＆
Ａ
のB

idder

（
入
札
者
）
と
し
て
規
制
を
受
け
る
持
株
会
社
と
商

業
会
社
の
双
方
に
お
い
て
、
複
雑
な
局
面
を
現
出
す
る
要
因
と
な
ろ
う
。

　

（
5
）
資
本
制
約  

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
挑
戦
的
な
様
相
は
資
本
・
負
債
へ
の
制
約
を
課
す
こ
と
で
、
金
融
危
機
の
主
因
を
銀
行

の
僅
少
資
本
と
考
え
、
議
会
の
予
測
可
能
な
救
済
策
と
し
て
よ
り
多
く
の
資
本
と
少
な
い
レ
バ
レ
ッ
ジ
の
保
有
を
要
請
す
る
。
同
法
第

一
七
一
条
の
コ
リ
ン
ズ
修
正
に
お
い
て

）
34
（

、
監
督
当
局
に
預
金
金
融
機
関
・
持
株
会
社
に
対
す
る
一
律
で
最
小
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
資
本
・
レ

バ
レ
ッ
ジ
要
求
基
準
策
定
を
求
め
る
。
被
保
険
貯
蓄
金
融
機
関
に
適
用
可
能
な
必
要
条
件
よ
り
も
量
的
に
低
く
て
は
な
ら
ず
、
規
制
対
象

の
持
株
会
社
に
適
用
さ
れ
る
資
本
・
レ
バ
レ
ッ
ジ
要
件
が
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
監
督
下
の
子
会
社
銀
行
に
適
用
さ
れ
る
最
も
厳
し
い
比
率
と
完
全
に

同
一
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
従
前
、
持
株
会
社
はTier1

と
し
て
認
定
さ
れ
る
信
託
・
優
先
出
資
証
券
（trust-preferred securities 



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

七
七
（
七
七
）

TruPS

）
、
累
積
的
優
先
株
（cum

ulative preferred shares

）
発
行
を
享
受
し
た
が
、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
は
預
金
取
扱
金
融
機
関
に
は
か
か
る
オ

プ
シ
ョ
ン
を
認
め
な
い
。
全
米
で
約
一
五
〇
〇
億
ド
ル
の TruPS

が
あ
り
急
速
な
排
除
は
困
難
な
た
め

）
35
（

、
一
五
〇
億
ド
ル
以
下
の
資
産
規

模
の
金
融
機
関
に
対
し
て
恒
久
的
な
適
用
免
除
と
し
、
大
規
模
な
金
融
機
関
に
対
し
て
は
段
階
的
廃
止
（
グ
ラ
ン
ド
フ
ァ
ザ
リ
ン
グ
）
ル

ー
ル
を
提
供
す
る
。
潜
在
的
に
破
滅
的
な
結
果
と
な
る
こ
と
を
回
避
す
る
が
、
段
階
的
廃
止
に
よ
っ
て
は
追
加
資
本
を
求
め
る
金
融
機
関

に
お
い
て
意
味
を
な
さ
な
い
可
能
性
も
あ
る
。TruPS

の
新
規
発
行
はTier1

の
非
適
格
資
本
と
な
り
、
金
融
機
関
の
株
主
に
必
ず
し
も

魅
力
的
と
い
え
ず
、
基
本
的
な
普
通
株
式
等
に
回
帰
す
る
こ
と
と
な
る
。
現
状
の
証
券
市
場
に
お
い
て
は
償
還
自
体
も
容
易
で
な
い

）
36
（

。
同

法
は
監
督
当
局
に
対
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
に
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
金
融
活
動
を
対
象
に
強
化
さ
れ
た
資
本
要
件
の
賦
課
を
求
め
る
が
、
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
・
証
券
化
商
品
、
金
融
保
証
、
有
価
証
券
の
貸
借
・
買
戻
等
も
含
ま
れ
、
手
続
き
が
煩
雑
な
自
己
資
本
増
加
を
強
い
る
こ
と

と
な
る
。
同
法
第
六
一
六
条
で
は
被
保
険
貯
蓄
金
融
機
関
及
び
規
制
さ
れ
る
持
株
会
社
に
対
し
カ
ウ
ン
タ
ー
・
シ
ク
リ
カ
ル
（
景
気
変
動

抑
制
的
）
な
資
本
水
準
を
要
求
し
、
金
融
危
機
の
回
復
過
程
に
あ
る
金
融
機
関
の
負
担
は
大
き
い

）
37
（

。
長
期
的
・
堅
固
な
観
点
か
ら
、
持
株

会
社
が
子
会
社
の
貯
蓄
金
融
会
社
に
金
融
危
機
時
の
金
融
支
援
を
図
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
、
厳
格
な
資
本
・
レ
バ
レ
ッ
ジ
要
件
は
銀
行
セ

ク
タ
ー
の
収
益
性
低
下
を
も
た
ら
そ
う
。
経
済
規
模
拡
大
に
よ
る
収
益
性
追
求
こ
そ
Ｍ
＆
Ａ
の
誘
因
で
あ
り
、
同
法
は
Ｍ
＆
Ａ
規
制
の
強

化
を
図
る
意
図
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
反
面
、
長
期
的
に
は
銀
行
セ
ク
タ
ー
間
の
Ｍ
＆
Ａ
の
促
進
要
因
と
な
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
、
新

要
求
水
準
を
充
足
で
き
な
い
金
融
機
関
に
は
、
自
ら
の
売
却
が
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
の
財
産
管
理
か
ら
逃
れ
る
唯
一
の
手
段
と
な
る
可
能
性
も
あ
る

）
38
（

。

（
18
）B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1
9
5
6

§3(d)(1)(A
), 1

2 U
.S.C

.A
.

§1
8
4
2(d) (2

0
0
1), am

ended by D
odd-Frank W

all Street R
eform

 

and C
onsum

er Protection A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§6
0
7(a), 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0), A

nother provision of the B
ank H

olding C
om

pany A
ct 



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

七
八
（
七
八
）

of 1
9
5
6,

§4(l)(1), 1
2 U

.S.C
.A

.

§1
8
4
3(l)(2

0
0
1),am

ended by D
odd-Frank A

ct, Pub. L. 1
1
1-2

0
3, 

§6
0
6(a), 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0).

（
19
）Federal D

eposit Insurance A
ct of 1

9
5
0

§4
4(b)(4)(B

), 1
2 U

.S.C
.A

.

§1
8
3
1u(b) (2

0
0
1), am

ended by D
odd-Frank A

ct, 

§6
0
7(b).

（
20
）

セ
オ
ド
ア
・
Ａ
・
パ
ラ
ダ
イ
ス
、
杉
山
浩
司
、
ダ
ニ
エ
ル
・E

・
ニ
ュ
ー
マ
ン
（D

avis Polk &
 W

ardw
ell LLP

）
「
米
国
金
融
規
制
改
革
法

案
の
重
要
ポ
イ
ン
ト
と
国
際
的
な
金
融
機
関
に
与
え
る
影
響
」
商
事
法
務
（
二
〇
一
〇
年
八
月
）。

（
21
）FD

IC
 R

ules and R
egulations

§3
2
5.1

0
3(b)(1)(i)-(iv), 1

2 C
.F.R

.

§3
2
5.1

0
3 (pursuant to Federal D

eposit Insurance A
ct of 1

9
5
0

§

3
8, am

ended by Federal D
eposit Insurance C

orporation Im
provem

ent A
ct of 1

9
9
1, Pub. L. 1

0
2-2

4
2,

§1
3
1, 1

0
5 Stat. 2

2
3
6).

（
22
）D

odd-Frank A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§6
2
2, 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0).

（
23
）Federal D

eposit Insurance A
ct of 1

9
5
0

§1
8(c)(1

3)(B
), 1

2 U
.S.C

.A
.

§1
8
2
8(c) (2

0
0
1), am

ended by D
odd-Frank A

ct, Pub. L. 1
1
1-

2
0
3,

§6
2
3(a), 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0). 

（
24
）B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1
9
5
6

§3 - 4, 1
2 U

.S.C
.A

.

§1
8
4
2 – 1

8
4
3 (2

0
0
1).

（
25
）B

ank M
erger A

ct of 1
9
6
0, 1

2 U
.S.C

.A
.

§1
8
2
8(c) (2

0
0
1).

（
26
）B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1
9
5
6

§3(c)(7), 1
2 U

.S.C
.A

.

§1
8
4
2(c) (2

0
0
1),

§4(k)(6)(B
), 1

2 U
.S.C

.A
.

§1
8
4
3(k) (2

0
0
1), 

am
ended by D

odd-Frank A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§6
0
4(e)(2), 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 .

（
27
）

地
域
銀
行
（regional and com

m
unity banks

）
間
の
典
型
的
合
併
で
は
関
連
は
な
い
と
も
い
え
る
。

（
28
）M

aretno A
. H

arjoto, H
a-C

hin Y
i, &

 Tosporn C
hotigeat, W

hy D
o B

anks A
cquire N

on-B
anks?, Journal of Econom

ics and Finance 

(A
pril 1

6, 2
0
1
0). 

（
29
）Exam

ining the R
egulation and Supervision of Industrial Loan C

om
panies, B

efore the S. C
om

m
. on B

anking, H
ousing, and U

rban 

A
ffairs, 1

1
0th C

ong. (O
ct. 4, 2

0
0
7).

（
30
）

支
配
権
制
限
に
関
し
類
似
の
制
限
が
あ
る
が
、
債
務
不
履
行
の
危
険
性
及
び
銀
行
支
配
会
社
の
一
定
の
買
収
に
関
す
る
例
外
が
あ
る
。
Ｂ
Ｈ
Ｃ

Ａ
に
関
す
る
Ｇ
Ｏ
Ａ
調
査
に
よ
り
財
務
相
提
案
が
抜
け
穴
を
塞
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

（
31
）

Ｂ
Ｈ
Ｃ
Ａ
第
4
条（
k
）に
よ
り
定
義
さ
れ
、G

ram
m

-Leach-B
liley A

ct

に
お
い
て
追
加
さ
れ
て
い
る
。



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

七
九
（
七
九
）

（
32
）D

odd-Frank A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§6
0
3(a)(2), 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0).
（
33
）B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1
9
5
6

§4(k), 1
2 U

.S.C
.A

.

§1
8
4
3(k) (2

0
0
1). For defi nition of “

com
m

ercial com
pany

”, see D
odd-

Frank A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§6
0
2, 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0).

（
34
）Jennifer Salutric &

 Joseph W
illcox, Federal R

eserve B
ank of Philadelphia, Em

erging Issues R
egarding Trust Preferred Securities, 

1
3(3) SR

C
 Insights 8 (First Q

uarter 2
0
0
9). 

（
35
）D

odd-Frank A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§1
7
1(b)(4), 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0).

（
36
）Jeff H

orw
itz, R

edeem
ing TruPS Is A

ttractive B
ut N

ot A
lw

ays Feasible, A
m

erican B
anker (2

0
1
0).

（
37
）B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1956

§5(b), 12 U
.S.C.A

.

§1844(b) (2001), am
ended by D

odd-Frank  A
ct of 2010, Pub. L. 111-203.

（
38
）

Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
の
問
題
リ
ス
ト
に
資
産
規
模
四
〇
〇
〇
億
ド
ル
以
上
の
八
二
九
金
融
機
関
が
あ
る
（
二
〇
一
〇
年
六
月
三
〇
日
時
点
）。

　

3
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
る
Ｍ
＆
Ａ
の
促
進
要
因

　

（
1
）
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
Ｍ
＆
Ａ
へ
の
影
響  

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
Ｍ
＆
Ａ
取
引
の
一
層
の
困
難
化
を
意
図
す
る
に
も
拘
わ

ら
ず
、
結
果
的
に
業
界
再
編
、
Ｍ
＆
Ａ
を
進
め
る
可
能
性
も
あ
る
。
銀
行
業
界
へ
の
同
法
の
影
響
は
深
遠
と
い
え
、
金
融
危
機
後
の
厳
し

い
経
済
状
況
の
中
、G

ram
m

-Leach-B
liley of 1

9
9
9

等
近
時
の
連
邦
規
制
後
の
新
た
な
Ｍ
＆
Ａ
取
引
の
方
向
性
を
形
成
す
る
こ
と
も
想

定
さ
れ
る
。

　

（
2
）
基
本
に
戻
る
禁
止
令  

同
法
の
基
本
に
戻
る
禁
止
令
（back-to-basics prohibitions

）
は
リ
ス
ク
の
あ
る
非
伝
統
的
業
務
へ
の

集
中
が
金
融
危
機
の
要
因
と
し
て
指
摘
さ
れ

）
39
（

、
不
合
理
な
リ
ス
ク
を
保
有
す
る
と
み
な
さ
れ
る
特
定
活
動
を
大
規
模
金
融
機
関
か
ら
除

外
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
条
項
が
含
ま
れ
る
。
特
に
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
で
は
、
負
債
性
資
本
投
資
（divestm

ents

）
を
分
離
し
、
当

該
事
業
分
野
か
ら
資
金
を
引
き
上
げ
伝
統
的
事
業
分
野
に
再
注
力
す
る
に
つ
れ
、
間
接
的
に
伝
統
的
貸
付
部
門
の
Ｍ
＆
Ａ
取
引
を
促



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

八
〇
（
八
〇
）

進
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

）
40
（

。
同
ル
ー
ル
の
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
等
は
不
明
確
な
面
も
あ
る
が
、
議
会
の
明
確
な
意
図
（C

ongress' s 

unam
biguous intent

）
と
し
て
は
銀
行
な
ら
び
に
銀
行
持
株
会
社
に
対
し
、
か
か
る
業
務
部
門
の
分
離
を
図
ら
せ
る
も
の
で

）
41
（

、
小
規
模

金
融
機
関
は
被
保
険
預
金
業
務
を
扱
い
、
同
ル
ー
ル
で
活
動
が
制
限
さ
れ
て
相
対
的
に
業
務
の
継
続
性
に
疑
問
が
生
じ
、
最
終
的
に
は
売

却
（debank
）
を
選
択
す
る
こ
と
が
多
く
な
ろ
う
。

　

（
3
）Too sm

all to succeed

　

TB
TF

問
題
に
つ
き
、
監
督
当
局
の
指
揮
、
権
限
賦
与
の
た
め
の
二
三
〇
〇
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
法

規
、
五
〇
〇
以
上
の
規
則
制
定
に
よ
り
、
金
融
部
門
に
対
す
る
規
則
遵
守
の
経
費
増
加
、
規
模
利
益
を
伴
う
共
同
体
銀
行
（com

m
unity 

banks

）
に
お
け
る
不
利
益
発
生
等
が
懸
念
さ
れ

）
42
（

、
規
模
の
経
済
の
問
題
は
消
費
者
金
融
で
も
顕
在
化
す
る

）
43
（

。
同
法
は
権
限
の
強
い
金
融

消
費
者
保
護
庁
（C

onsum
er Financial Protection B

ureau  C
FPB

）
を
創
設
し
、
自
立
・
継
続
し
た
予
算
、
規
則
制
定
と
エ
ン
フ
ォ
ー

ス
メ
ン
ト
の
機
能
を
担
う

）
44
（

。
一
〇
〇
億
ド
ル
以
下
の
資
産
の
共
同
体
銀
行
と
地
域
金
融
機
関
（regional institutions

）
は
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｂ
の

直
接
の
監
督
か
ら
は
原
則
と
し
て
外
れ
る
が
、
実
質
的
に
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｂ
規
則
は
全
金
融
機
関
に
及
び
、
小
規
模
金
融
機
関
は
消
費
者
に
焦
点

を
当
て
る
た
め
不
均
衡
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
。
共
同
体
銀
行
で
抵
当
ロ
ー
ン
等
に
関
す
る
規
制
上
の
負
担
が
増
加
し
よ
う
。

　

（
4
）
経
済
状
態
（Econom

ic C
onditions

）　

金
融
危
機
の
経
営
混
乱
状
態
か
ら
改
善
し
て
い
れ
ば
同
法
の
影
響
は
さ
ほ
ど
問
題
と
な

ら
な
い
が
、
現
実
に
は
多
く
の
金
融
機
関
が
破
綻
の
瀬
戸
際
に
あ
り
、
法
令
面
以
外
に
経
済
状
態
が
銀
行
業
界
を
合
併
へ
と
指
向
さ
せ
る

要
因
と
な
っ
て
く
る
。
第
一
に
、
特
定
資
本
と
不
良
資
産
の
対
比
を
示
す
テ
キ
サ
ス
比
率
（Texas R

atio

）
を
み
る
と
一
〇
〇
％
以
上
の

金
融
機
関
は
四
五
一
、
総
資
産
は
二
三
九
〇
億
ド
ル
に
も
達
し

）
45
（

、
こ
う
し
た
金
融
機
関
は
Ｍ
＆
Ａ
の
対
象
と
な
り
か
ね
な
い
。
第
二
に
、

法
令
に
伴
う
経
営
コ
ス
ト
増
は
歴
史
的
に
銀
行
の
経
営
行
動
を
よ
り
挑
戦
的
な
も
の
と
す
る
。
第
三
に
、
健
全
な
銀
行
は
Ｍ
＆
Ａ
を
指
向

し
、
強
い
財
務
基
盤
を
保
有
す
る
保
守
的
銀
行
が
地
理
的
な
勢
力
拡
大
を
図
り
証
券
市
場
の
停
滞
し
た
評
価
を
逆
に
利
用
す
る

）
46
（

。
Ｐ
Ｅ
は



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

八
一
（
八
一
）

中
小
銀
行
買
収
を
図
る
べ
く
地
域
金
融
強
化
を
図
る
傾
向
に
あ
る
。
米
国
は
新
興
国
に
比
較
し
て
人
口
比
で
銀
行
数
が
多
く
、
八
〇
〇
〇

に
も
及
ぶ
銀
行
、
貯
蓄
金
融
機
関
を
抱
え
産
業
と
し
て
過
剰
供
給
状
態
と
も
み
ら
れ
、
合
併
・
統
合
を
制
限
す
る
同
法
に
よ
り
Ｍ
＆
Ａ
等

の
業
界
再
編
が
む
し
ろ
促
進
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
39
）Letter from

 Jeffrey M
erkley &

 C
arl Levin, U

nited States Senators, to Federal R
eserve B

oard, Securities and Exchange C
om

m
ission, 

C
om

m
odity Futures Trading C

om
m

ission, Federal Insurance C
om

m
ission, O

ffi ce of the C
om

ptroller of the C
urrency (A

ug. 3, 2
0
1
0). 

（
40
）D

odd-Frank A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§6
1
9, 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0).

（
41
）H

eath Tarbert, The V
agaries of the V

olcker R
ule, International Financial Law

 R
eview

 (Sept. 2
0
1
0).

（
42
）Press Release, U

.S. Cham
ber of Com

m
erce, U

.S. Cham
ber Says Congress 'Failed' in Its A

ttem
pt to Reform

 Financial System
 (Jul. 15, 2010). 

（
43
）N

eil B. M
urphy, Econom

ies of Scale in the Cost of Com
pliance w

ith Consum
er Credit Protection Law

s: The Case of the Im
plem

entation of 

the Equal C
redit O

pportunity A
ct of 1

9
7
4, Journal of B

ank R
esearch (1

9
8
0).

（
44
）Title X

－Bureau of Consum
er Financial Protection,

§1001-1100H
 (created to im

plem
ent and enforce federal consum

er fi nancial law
).

（
45
）K

eefe, B
ruyette &

 W
oods, B

anks: B
ringing B

ack the K
D

W
 Takeover List 7 (Jun. 3

0, 2
0
1
0).

（
46
）PriceW

aterH
ouseC

oopers, Transaction Services, O
n the road again - Transactions in an opportunistic m

arket: U
S Financial Services 

M
&

A
 - A

n analysis and outlook 1
4 (2

0
1
0).

　

4
．
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
規
制
に
よ
る
戦
略
的
策
定
へ
の
影
響

　

（
1
）
戦
略
的
策
定
の
影
響　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
規
制
対
象
が
複
雑
に
分
化
し
、
各
項
目
間
で
規
制
内
容
も
絡
み
合
う
。
同
法

第
Ⅵ
章
（D

odd-Frank A
ct - Title V

I: Im
provem

ents to R
egulation of B

ank and Savings A
ssociation H

olding C
om

panies and 



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

八
二
（
八
二
）

D
epository Institutions

）
で
は
一
九
五
六
年
銀
行
持
株
会
社
法
（B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1
9
5
6

）
の
改
正
等
の
形
で
、
い
か

に
し
て
大
規
模
金
融
持
株
会
社
（large fi nancial holding com

panies 

（FH
C

s

）
）
が
規
律
さ
れ
、
い
か
な
る
条
項
に
基
づ
き
被
保
険
貯

蓄
機
関
を
保
有
で
き
る
か
等
が
規
定
さ
れ
る

）
48
）（
47
（

。
非
伝
統
的
銀
行
を
も
対
象
と
し
、
グ
ル
ー
プ
間
取
引
を
通
し
て
規
制
を
行
い
、
新
し
い

貸
付
制
限
は
国
法
銀
行
（national bank

）
、
州
法
銀
行
（state bank

）
の
活
動
を
も
対
象
と
す
。FR

B

は
、
全
て
の
Ｆ
Ｈ
Ｃ
と
銀
行
持

株
会
社
に
対
す
る
金
融
機
能
規
制
機
関
（functional regulators

）
と
し
て
新
た
な
規
制
の
展
望
を
提
供
し
て
い
る
。
一
定
の
子
会
社
の

活
動
も
銀
行
の
指
図
に
よ
る
場
合
は
制
約
を
受
け
、
銀
行
と
ノ
ン
バ
ン
ク
の
各
金
融
業
務
の
戦
略
的
統
合
（a new

 strategic fram
ew

ork 

for integrating banking and non-bank fi nancial service

）
を
創
造
す
る
。
大
型
Ｍ
＆
Ａ
取
引
に
関
す
る
全
体
的
基
準
が
変
化
し
、
今

後
は
同
法
に
よ
る
変
化
を
踏
ま
え
た
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
よ
る
新
た
な
戦
略
的
考
察
が
求
め
ら
れ
る
。

　

（
2
）
今
後
の
方
向
性　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
従
来
の
金
融
規
制
法
と
の
相
違
点
は
Ｍ
＆
Ａ
取
引
遂
行
上
の
障
壁
を
引
き
上
げ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
十
分
な
資
本
化
・
管
理
要
件
等
の
制
限
規
定
に
も
関
わ
ら
ず
、
統
合
・
再
編
の
動
向
は
今
後
確
実
な
傾
向
に
な
ろ

う
。
同
法
に
よ
る
銀
行
資
本
強
化
、
厳
格
な
規
制
、
監
督
強
化
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
遵
守
の
負
担
な
ど
へ
の
圧
力
に
伴
い
、
代
替
手
段

の
な
い
金
融
機
関
に
お
い
て
は
Ｍ
＆
Ａ
の
対
象
と
な
る
以
外
に
選
択
肢
が
な
く
な
る
。
現
下
の
経
済
情
勢
が
か
か
る
傾
向
に
拍
車
を
か
け
、

結
果
的
に
Ｍ
＆
Ａ
の
急
速
な
増
加
を
も
た
ら
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

（
47
）Financial Services M

anagem
ent "H

olding-Com
pany Pow

ers, M
&

A
"Cite D

odd-Frank A
ct Public Law

 N
o: 111-203 Title V

I Recom
m

ended 

D
istribution C

EO
, C

FO
, C

orporate Planning, R
isk M

anagem
ent,etc. 

（
48
）Sam

uel C
. Thom

pson,Jr "M
ergers,A

cquisitions and Tender O
ffers: Law

 and Strategies " Volum
e 3 C

hapter 1
7 M

&
A

 involving B
ank 

H
olding C

om
panies, Including Im

pact of the D
odd-Frank A

ct. 2
0
1
0.



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

八
三
（
八
三
）

　
　
　
　
　

第
五
章　

連
邦
準
備
法
第
23
Ａ
及
び
第
23
Ｂ
条
制
限
の
修
正
―
ス
ー
パ
ー
23
Ａ
・
23
Ｂ
―

　

1
．
第
23
Ａ
・
23
Ｂ
条
に
よ
る
制
限
及
び
域
外
適
用  

銀
行
持
株
会
社
の
グ
ル
ー
プ
経
営
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
規
定
と
し
て
、
連

邦
準
備
法
（Federal R

eserve A
ct

）
第
23
Ａ
条
（
フ
ァ
イ
ヤ
ー
・
ウ
ォ
ー
ル
規
制
）
及
び
第
23
Ｂ
条
（
ア
ー
ム
ズ
・
レ
ン
グ
ス
・
ル
ー

ル
）
に
よ
る
制
限
が
あ
る
。
第
23
Ａ
の
対
象
取
引
は
、
関
連
会
社
に
対
す
る
信
用
供
与
、
関
連
会
社
証
券
へ
の
投
資
、
関
連
会
社
か
ら
の

資
産
購
入
で
あ
る
。
関
連
会
社
と
の
対
象
取
引
は
資
本
金
及
び
剰
余
金
の
一
〇
％
に
制
限
さ
れ
、
全
関
連
会
社
と
の
間
で
も
二
〇
％
に
制

限
さ
れ
る

）
49
（

。
第
23
Ｂ
条
は
、
関
連
会
社
と
の
取
引
に
関
し
て
市
場
条
件
で
行
う
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
第
23
Ａ
及
び
第
23
Ｂ
条
は
、

米
国
の
支
店
ま
た
は
代
理
店
に
よ
る
一
定
の
取
引
以
外
は
、
米
国
外
銀
行
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　

2
．
許
容
さ
れ
る
活
動
に
対
す
る
追
加
的
制
限
・
制
限
の
修
正
―Super section 

23
Ａ
・
23
Ｂ
―　

許
容
さ
れ
る
活
動
に
対
す
る
追
加

的
制
限
に
関
し
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
よ
る
第
23
Ａ
及
び
第
23
Ｂ
条
の
制
限
の
修
正
（Super section 2

3A

・2
3B

）
と
し
て

）
50
（

、
レ
ポ

（
債
券
貸
借
）
取
引
、
証
券
貸
出
及
び
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
含
ま
れ
、
銀
行
ま
た
は
関
連
会
社
に
よ
っ
て
助
言
さ
れ
る
フ
ァ
ン
ド
が
関
連
会

社
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
対
象
範
囲
が
拡
大
す
る
。
銀
行
等
が
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
投
資
顧
問
と
な
る
場
合
に
は
第
23
Ａ
・
23
Ｂ
条
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
担
保
維
持
要
件
の
強
化
、
金
融
子
会
社
と
の
取
引
に
関
す
る
特
別
な
取
扱
い
の
廃
止
、
適
用
免
除
を

定
め
る
Ｆ
Ｒ
Ｂ
権
限
の
修
正
・
縮
小
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
相
殺
契
約
に
基
づ
く
価
格
変
動
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
た
信
用
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（credit 

exposure

）
の
計
算
を
決
定
す
る
こ
と
、
第
23
Ａ
及
び
第
23
Ｂ
条
は
貯
蓄
金
融
機
関
に
は
連
邦
準
備
制
度
加
盟
銀
行
と
し
て
拡
大
適
用
さ

れ
る
こ
と
等
が
規
定
さ
れ
る
。

　

（
a
）
許
容
さ
れ
る
活
動
に
対
す
る
追
加
的
な
自
己
資
本
規
制
等
の
定
量
的
制
限　

銀
行
事
業
体
の
自
己
勘
定
取
引
禁
止
、
ヘ
ッ
ジ
フ



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

八
四
（
八
四
）

ァ
ン
ド
へ
の
投
資
、
ス
ポ
ン
サ
ー
の
禁
止
に
は
多
く
の
例
外
が
あ
る
が
、
規
制
当
局
は
銀
行
事
業
体
の
安
全
性
・
健
全
性
の
保
障
の
た
め

に
適
切
で
あ
る
場
合
、
分
散
投
資
に
関
す
る
要
件
を
含
め
、
追
加
的
自
己
資
本
規
制
等
の
定
量
的
制
限
を
課
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

）
51
（

。

　

（
b
）
助
言
先
フ
ァ
ン
ド
、
運
営
先
フ
ァ
ン
ド
と
の
取
引
に
対
す
る
連
邦
準
備
法
第
23
Ａ
・ 

23
Ｂ
条
に
よ
る
制
限　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー

ル
は
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
、
Ｐ
Ｅ
の
間
で
一
定
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
う
銀
行
事
業
体
に
対
し
、
第
23
Ａ
・
23
Ｂ
条
の
制
限
を
拡
大
適
用
す
る
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
お
い
て
、
銀
行
事
業
体
に
よ
る
フ
ァ
ン
ド
と
の
一
定
取
引
は
、
銀
行
事
業
体
自
体
が
銀
行
で
な
い
場
合
、
フ
ァ
ン

ド
が
関
連
会
社
で
な
い
場
合
の
い
ず
れ
も
第
23
Ａ
・
23
Ｂ
条
制
限
の
対
象
と
な
る
。
銀
行
事
業
体
が
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
ヘ
ッ
ジ
フ

ァ
ン
ド
ま
た
は
Ｐ
Ｅ
の
投
資
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
投
資
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
ま
た
は
ス
ポ
ン
サ
ー
を
務
め
る
場
合
、
当
該
銀
行
事
業
体
・
関
連
会

社
は
フ
ァ
ン
ド
と
の
間
で
ロ
ー
ン
ま
た
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
等
の
第
23
Ａ
条
対
象
取
引
が
禁
止
さ
れ
る
。
第
23
Ａ
条
制
限
は
フ
ァ
ン
ド
を
組

成
、
募
集
す
る
場
合
の
銀
行
事
業
体
に
も
適
用
さ
れ
る
。
第
23
Ｂ
条
制
限
は
、
銀
行
事
業
体
が
直
接
的
、
間
接
的
に
フ
ァ
ン
ド
の
投
資
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
投
資
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
ス
ポ
ン
サ
ー
を
務
め
る
場
合
、
フ
ァ
ン
ド
を
組
成
・
募
集
す
る
場
合
に
適
用
さ
れ
、
銀
行
事
業

体
・
関
連
会
社
は
当
該
フ
ァ
ン
ド
と
の
全
取
引
に
関
し
て
第
23
Ｂ
条
の
市
場
条
件
の
要
件
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
た
め
銀
行
に
よ
る
フ
ァ

ン
ド
に
対
す
る
資
産
売
却
は
第
23
Ａ
条
制
限
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
が
、
市
場
条
件
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
、
銀
行

事
業
体
が
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
ま
た
は
Ｐ
Ｅ
の
間
で
主
要
な
仲
介
業
務
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
第
23
Ａ
条
に
よ
る
対
象
取
引
禁

止
に
関
し
て
適
用
免
除
を
規
定
で
き
る
が
、
一
定
要
件
と
し
て
同
ル
ー
ル
の
そ
の
他
の
要
件
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
、
当
該
取
引
が
銀
行

事
業
体
の
安
全
か
つ
健
全
な
運
営
状
況
を
阻
害
し
な
い
旨
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
に
よ
る
判
断
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
ル
ー
ル
回
避
行
為
防
止
と
し
て
、

規
制
当
局
は
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
遵
守
の
確
保
の
た
め
、
内
部
統
制
及
び
記
録
保
存
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
制
定
が
求
め
ら
れ
、
銀
行
事
業

体
ま
た
は
金
融
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
が
同
ル
ー
ル
の
要
件
の
回
避
行
為
と
し
て
の
投
資
、
活
動
を
行
っ
た
と
考
え



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

八
五
（
八
五
）

る
場
合
、
活
動
の
中
止
ま
た
は
投
資
の
処
分
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
49
）

全
て
の
信
用
供
与
取
引
は
、
有
担
保
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
中
の
信
用
供
与
、
一
定
の
担
保
付
ロ
ー
ン
及
び
一
定
の
流
動
資
産
の
購
入
の

適
用
免
除
規
定
が
あ
る
。

（
50
）U

.S. Legal D
evelopm

ents by Ted Paradise, D
avis Polk &

 W
ardw

ell LLP. 

（
51
）

追
加
的
自
己
資
本
規
制
の
判
断
に
お
い
て
、
シ
ー
ド
投
資
ま
た
は
そ
の
他
僅
少
な
投
資
に
関
す
る
例
外
に
基
づ
く
銀
行
事
業
体
の
既
存
投
資
額

は
、
当
該
銀
行
事
業
体
の
資
産
及
び
有
形
株
主
資
本
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
控
除
額
は
投
資
対
象
の
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
ま
た
は
Ｐ
Ｅ
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
に

基
づ
い
て
増
加
す
る
。

　
　
　
　
　

第
六
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
帰
趨
と
展
開
な
ら
び
に
我
が
国
へ
の
影
響

　

1
．
意
図
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
帰
結
と
ジ
レ
ン
マ
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス　

銀
行
持
株
会
社
、
そ
れ
を
前
提
と
す
る
Ｍ
＆
Ａ
規
制
強
化
は
短

期
的
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
を
停
滞
さ
せ
る
が
、
長
期
的
視
点
に
立
て
ば
Ｍ
＆
Ａ
の
促
進
と
い
う
逆
方
向
に
作
用
し
か
ね
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
主
旨
は
金
融
危
機
の
再
発
を
予
防
す
る
観
点
か
ら
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
な
銀
行
の
出
現
を
抑
制
し
、
本
来
の
伝
統
的
業
務
に

回
帰
さ
せ
、
た
め
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
も
規
制
強
化
せ
ん
と
す
る
。
規
制
強
化
に
よ
り
銀
行
統
合
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
部
門
の
買
収
等
は
従
来
以

上
の
規
制
が
か
か
る
が
、
皮
肉
に
も
現
実
に
はToo sm

all to succeed

等
か
ら
逆
の
事
態
を
惹
起
し
か
ね
な
い
懸
念
を
内
包
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し
た
事
象
は
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
他
の
局
面
で
も
至
る
所
で
み
ら
れ
る
。
当
初
の
目
論
見
と
逆
に
作
用
し
か
ね
な
い

点
で
規
制
強
化
の
意
図
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
帰
結
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
例
で
あ
り
、
ジ
レ
ン
マ
と
も
い
え
る
。

　

シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
（
Ｎ
Ｙ
）
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
お
い
て
も
、
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
指
摘
さ
れ
た

）
52
（

。
法
文
の



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

八
六
（
八
六
）

詰
め
の
甘
さ
か
ら
自
動
車
ロ
ー
ン
等
周
辺
業
務
へ
の
影
響
が
生
じ
、
か
か
る
副
作
用
を
制
限
せ
ん
と
す
る
と
本
来
の
規
制
効
果
が
薄
ま
る

ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
る
。
規
制
強
化
す
る
ほ
ど
、
規
制
の
か
か
ら
な
い
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
、
規
制
の
緩
い
他
国
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
リ
ヒ
テ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
）
へ
資
金
が
逃
避
し
、
ま
す
ま
す
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
に
く
く
な
る
と
い
う
、
意
図
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
帰
結

）
53
（

と
し
て
の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
も
有
す
る
。
米
国
は
日
欧
と
異
な
り
銀
行
依
存
度
が
低
い
た
め
、
規
制
を
か
け
や
す
い
事
情
も
あ
る
。
米
国
に
お
け
る
現
場

の
リ
ス
ク
テ
イ
ク
に
関
す
る
市
場
全
体
の
姿
勢
に
つ
き
、
金
融
規
制
改
革
の
対
応
よ
り
も
、
足
下
の
金
融
緩
和
策
の
結
果
、
短
視
眼
的
と

し
て
も
、
皮
肉
に
も
市
場
全
体
で
は
よ
り
リ
ス
ク
テ
イ
ク
す
る
方
向
に
回
帰
す
る
状
況
も
窺
え
る
。

　

同
法
は
規
制
緩
和
の
流
れ
に
あ
っ
た
米
国
金
融
法
制
史
上
、
金
融
危
機
の
再
発
防
止
に
向
け
、
大
き
く
規
制
強
化
へ
舵
を
切
る
も
の
で

あ
る
が
、
金
融
業
界
や
共
和
党
の
巻
き
返
し
・
ロ
ビ
ー
活
動
等
か
ら
実
体
は
骨
向
き
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
Ｆ
Ｅ
Ｄ
と
消
費
者
保
護
庁

の
管
轄
の
一
貫
性
の
な
さ
等
が
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
適
用
除
外
・
段
階
的
適
用
等
も
多
く
、
実
効
規
定
の
大
部
分
は
今
後
の
Ｓ
Ｅ

Ｃ
等
細
則
整
備
に
委
ね
ら
れ
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
な
ど
も
相
俟
っ
て
、
方
向
性
が
交
錯
し
、
最
終
的
な
具
体
性
が
み
え
て
こ
な
い
嫌
い

が
あ
る
。
広
範
囲
な
内
容
を
網
羅
し
、
二
〇
〇
二
年
米
国
企
業
改
革
法
（Sarbanes-O

xley A
ct SO

X

法
）
改
革
、
内
部
通
報
者
保
護
等

に
も
関
連
す
る
が
、
そ
の
実
、
未
達
事
項
と
し
て
の
積
み
残
し
た
領
域
、
規
制
内
容
が
逆
に
弱
ま
っ
た
事
項
な
ど
も
存
在
す
る
。
バ
ン
ド

ワ
ゴ
ン
（B

andw
agon 

便
乗
政
策
）
条
項
、
意
図
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
帰
結
等
も
加
わ
り
、
法
全
体
の
視
野
を
一
層
不
透
明
に
し
て
い

る
所
以
で
あ
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
な
ど
は
、
バ
ン
ド
ワ
ゴ
ン
条
項
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
役
員
報
酬
関
連
で
は
、
ゴ
ー

ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
（Say-on-golden Parachutes

）
規
定
な
ど
、
Ｍ
＆
Ａ
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
結
合
し
た
領
域
の
規
定
も
あ
り
、
概

念
の
新
し
さ
が
窺
え
る
。

　

2
．
域
外
適
用
等
の
検
討
―
差
別
的
跛
行
性
と
我
が
国
へ
の
影
響
―　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
規
制
強
化
に
つ
き
「
出
口
」
を
考
え



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

八
七
（
八
七
）

る
と
、
同
法
は
基
本
的
に
は
国
内
法
で
あ
る
が
、
米
国
進
出
の
我
が
国
大
規
模
金
融
持
株
会
社
に
は
適
用
が
及
び
、
更
に
外
国
金
融
会
社

の
取
扱
い
、
域
外
適
用
の
可
能
性
等
影
響
が
不
明
な
点
が
多
々
あ
る

）
54
（

。
先
進
諸
国
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
（C

onvergence

）
を
も
た
ら

し
、
各
国
の
国
内
法
整
備
を
促
す
等
の
予
測
も
出
さ
れ
る

）
55
（

。
①
私
見
で
あ
る
が
、
同
法
の
規
制
強
化
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
（
国

際
的
）
Ｍ
＆
Ａ
規
則
改
訂

）
56
（

は
、
一
見
す
れ
ば
方
向
性
が
逆
と
も
思
え
る
が
、
相
互
作
用
・
関
連
性
が
問
題
と
な
り
、
域
外
適
用
が
認
め
ら

れ
れ
ば
敷
衍
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
す
る
結
果
、
米
銀
の
海
外
進
出
・
業
容
拡
大
に
は
協
働
し

て
有
利
に
働
く
局
面
も
あ
ろ
う
か
。
②
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
つ
き
、
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
米
国
外
拠
点
に
対
し
直
接
適
用
さ

れ
る
こ
と
、
規
制
適
用
除
外
の
証
券
が
米
国
債
等
に
限
定
さ
れ

）
57
（

、
日
本
国
債
や
他
の
ソ
ブ
リ
ン
債
市
場
に
対
し
て
深
刻
な
悪
影
響
が
生
じ

得
る
こ
と
等
に
つ
き
、
米
国
に
都
合
の
よ
い
内
容
と
し
て
一
律
・
域
外
適
用
に
対
す
る
懸
念
・
修
正
要
求
が
出
さ
れ
る

）
58
（

。
③
ス
ワ
ッ
プ
・

プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項
に
関
し
て
、
米
国
内
銀
行
と
比
較
し
て
外
国
銀
行
が
差
別
的
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
意
図
せ

ざ
る
帰
結
と
も
な
り
得
る
論
点
で
あ
る

）
59
（

。
同
ル
ー
ル
で
は
米
国
事
業
を
有
す
る
邦
銀
は
対
象
と
な
る
が
、
外
国
銀
行
の
米
国
外
活
動
は
一

般
的
に
影
響
を
受
け
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
連
邦
準
備
銀
行
の
特
別
融
資
枠
を
利
用
で
き
る
邦
銀
や
外
国
銀
行
の
米
国
支
店
は
禁
止

の
例
外
措
置
を
利
用
で
き
る
か
は
明
確
で
な
い
こ
と
、
我
が
国
の
事
業
を
有
す
る
米
国
銀
行
へ
の
影
響
は
若
干
異
な
る
こ
と
等
の
跛
行
性

が
あ
る
。
④
更
に
はForeign-cubed

訴
訟
に
関
し
て
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用
を
原
則
否
定
す
る
二
〇
一
〇
年
六
月
連
邦
最
高
裁
判
所

M
orrison

事
件
と
、
詐
欺
禁
止
条
項
違
反
を
主
張
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
米
国
政
府
に
対
し
訴
権
を
認
め
域
外
適
用
を
許
容
す
る
同
法
第
九
二
九

条
Ｐ
規
定
の
関
連
も
新
た
な
議
論
と
な
ろ
う

）
60
（

。
行
為
・
効
果
基
準
を
復
活
さ
せ
、
連
邦
議
会
に
よ
る
域
外
適
用
の
立
法
意
思
は
明
白
で
あ

る
た
め
判
例
法
理
か
ら
も
域
外
適
用
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一
般
私
人
に
も
提
訴
権
を
認
め
る
か
が
問
題
と
な
る
。
他
方
、
我
が

国
等
か
ら
は
各
国
の
事
情
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
合
致
し
た
規
制
体
系
の
維
持
の
重
要
性

）
61
（

等
が
反
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
日
欧
で
は
米



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

八
八
（
八
八
）

国
と
異
な
り
金
融
市
場
の
銀
行
機
能
の
比
重
が
大
き
く
経
済
停
滞
の
実
際
上
の
リ
ス
ク
は
少
な
く
な
い
。
金
融
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
の
共
通

性
を
通
じ
、
一
定
の
法
規
制
統
一
に
向
け
た
影
響
は
や
む
を
得
な
い
面
も
あ
ろ
う
が
、
逆
に
当
該
国
のProcyclicality

（
景
気
循
環
増
幅

効
果
）
を
拡
大
す
る
結
果
と
な
っ
て
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
、
金
融
危
機
の
発
祥
地
で
あ
る
米
国
発
の
規
制
強
化
の
流

れ
に
対
す
る
異
論
が
強
く
唱
え
ら
れ
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
。

　

3
．
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
停
滞　

金
融
危
機
防
止
に
は
規
制
面
の
み
な
ら
ず
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
、
利
益
相
反
問
題
等
に
絡
み
、
経
営

陣
の
自
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
さ
せ
る
た
め
の
枠
組
み
が
両
輪
と
し
て
不
可
欠
と
な
る
。
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能

強
化
が
求
め
ら
れ
、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
（C

hief R
isk O

ffi cer)

、
リ
ス
ク
委
員
会
等
が
統
合
的
リ
ス
ク
管
理
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）
の
要
と
し
て
重
要
な
役
割

を
担
う
。
独
立
報
酬
委
員
会
の
設
置
義
務
、
公
開
会
社
の
委
任
状
勧
誘
規
制
強
化
等
を
図
り
、
基
本
的
に
米
国
上
場
外
国
企
業
は
非
適
用

で
あ
る
が
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
の
枠
組
み
の
開
示
義
務
及
び
過
大
な
枠
組
み
の
禁
止
は
外
国
銀
行
持
株
会
社
を
含
む
預
金
金
融
機
関

持
株
会
社
に
も
適
用
さ
れ
、
報
酬
返
還
ル
ー
ル
も
米
国
上
場
の
本
邦
企
業
は
対
象
と
な
る
。
反
面
で
は
皮
肉
な
こ
と
に
同
法
実
施
と
軌
を

一
に
し
て
経
営
判
断
原
則
適
用

）
62
（

に
よ
る
取
締
役
責
任
の
軽
減
な
ど
（C

iti

基
準

）
63
（

）、
米
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
停
滞
の
動
き
が
指
摘
さ
れ
る
。

今
次
金
融
危
機
の
要
因
の
複
雑
さ
、
対
応
の
困
難
さ
を
反
映
し
て
い
よ
う
。

　

4
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
帰
趨
と
今
後
の
展
望
―
国
際
的
資
金
管
理
と
の
協
働
の
必
要
性
な
ど
―　

今
次
の
金
融
危
機
後
、
各
国

規
制
機
関
の
国
際
協
調
体
制
構
築
の
必
要
性
が
つ
と
に
強
調
さ
れ
た
が
、
先
進
諸
国
に
お
け
る
金
融
緩
和
を
背
景
と
し
た
リ
ス
ク
テ
イ
ク

増
大
の
方
向
性
は
、
国
際
的
な
資
金
フ
ロ
ー
を
通
じ
て
新
興
国
へ
の
資
金
流
入
を
も
た
ら
し
、
新
興
国
に
お
け
る
ア
セ
ッ
ト
・
バ
ブ
ル
を

引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。
私
見
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
もProcyclicality

と
同
種
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
民
間
ベ
ー
ス
の
金
融

機
関
に
対
す
る
規
制
策
の
み
な
ら
ず
、
資
本
流
入
サ
イ
ド
（
新
興
国
）
な
ら
び
に
流
出
サ
イ
ド
（
先
進
国
）
の
双
方
か
ら
の
政
策
対
応
を



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

八
九
（
八
九
）

Ｉ
Ｍ
Ｆ
（International M

onetary Fund
 

国
際
通
貨
基
金
）
な
ど
が
管
理
し
、
国
際
的
な
安
定
的
な
資
本
通
貨
策
を
確
立
さ
せ
る
必
要

性
が
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
規
制
機
関
で
な
い
点
に
限
界
も
あ
り
、
資
本
フ
ロ
ー
が
も
た
ら
す
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
み
な
ら
ず
、
負
の
側
面
に
つ

い
て
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に
関
し
て
、
国
際
的
な
国
家
間
合
意
が
必
要
と
な
ろ
う

）
64
（

。

　

同
法
は
広
範
囲
で
息
の
長
い
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
以
上
に
後
世
に
大
き
な
影
響
力
を
保
持
し
う
る
立
法
事
項
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

あ
ま
り
に
多
く
の
規
制
強
化
の
立
法
事
項
を
網
羅
的
に
保
有
し
、
批
判
に
対
す
る
回
答
形
式
で
条
文
が
策
定
さ
れ
、
Ｆ
Ｓ
Ｏ
Ｃ
カ
ウ
ン
シ

ル
で
の
協
議
・
見
解
が
提
示
さ
れ
る
な
ど
、
即
断
的
導
入
を
前
提
と
し
な
い
部
分
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
法
内
容
の
最
終
内
容
確

定
ま
で
に
は
時
間
を
要
す
る
た
め
、
そ
の
間
に
現
状
の
理
念
を
変
化
さ
せ
る
よ
う
な
経
済
・
財
政
状
態
の
変
化
が
現
出
し
な
い
と
も
限
ら

な
い
。
域
外
適
用
等
の
影
響
か
ら
各
国
の
異
論
も
出
さ
れ
、
現
時
点
で
一
定
の
結
論
に
固
め
る
こ
と
も
そ
ぐ
わ
な
い
面
が
あ
る
。
規
則
制

定
な
ど
実
践
局
面
に
お
い
て
、
規
制
強
化
と
緩
和
の
動
き
の
交
錯
し
た
不
透
明
で
神
経
質
な
展
開
を
見
せ
つ
つ
あ
る
が
、
米
国
の
債
務
上

限
問
題
に
伴
う
格
付
低
下
、
欧
州
財
政
問
題
の
悪
化
・
ユ
ー
ロ
危
機
な
ど
、
大
枠
と
し
て
の
世
界
経
済
全
体
の
停
滞
・
不
透
明
感
、
方
向

性
の
な
さ
を
反
映
し
て
も
い
よ
う
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
制
定
経
緯
、
複
雑
さ
の
ほ
か
、
意
図
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
帰
結
の
存
在
等

も
相
俟
っ
て
、
今
後
は
事
前
に
開
示
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
事
後
の
法
執
行
状
況
の
逐
次
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
を
強
化
し
つ
つ
、
法

制
定
の
趣
旨
を
損
な
わ
ぬ
よ
う
丁
寧
な
導
入
を
図
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
域
外
適
用
や
実
質
的
法
規
範
形
成
な
ど
を
通

じ
て
、
欧
州
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
バ
ン
キ
ン
グ
、
銀
証
の
一
定
の
分
離
を
保
ち
つ
つ
独
自
の
グ
ル
ー
プ
展
開
を
図
る
我
が
国
の
銀
行
持
株

会
社
体
制
な
ど
に
対
し
て
も
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ⅲ
、
英
国
キ
ャ
メ
ロ
ン

連
立
政
権
の
新
金
融
改
革
（R

ing Fence B
ank

）
の
進
展
等
も
合
わ
せ
て
、
今
後
の
動
向
が
注
視
さ
れ
、
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
・
一
体

性
の
あ
る
真
に
実
効
的
な
改
革
に
向
け
て
各
国
が
協
働
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

九
〇
（
九
〇
）

（
52
）C

iti G
roup

（N
ew

 York

）
に
お
け
る
筆
者
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
よ
る
（
二
〇
一
一
年
五
月
二
日
）。
先
方
は
債
券
営
業
部D

irector K
enn K

itahara、
日
本
政
策
投
資
銀
行N

ew
 York R

epresentative O
ffi ce

（
青
貝
忠
所
長
）
の
協
力
を
得
た
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
、
当
初
は
金
融
危
機
を
引

き
起
こ
し
た
経
営
陣
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（sanction

）
等
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
強
く
、
必
ず
し
も
精
通
し
た
人
間
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
と
は
い

い
難
い
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
る
。

（
53
）

経
済
的
見
地
か
ら
は
貸
付
コ
ス
ト
の
減
少
に
よ
る
景
気
後
退
長
期
化
、
金
融
仲
介
コ
ス
ト
の
増
加
、
金
融
市
場
の
オ
フ
シ
ョ
ア
へ
の
シ
フ
ト
、

銀
行
か
ら
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
へ
の
人
材
流
出
、
不
利
な
立
場
に
あ
る
人
々
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
危
険
性
の
高
い
貸
付
の
促
進
、
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
に
関
す
る
流
動
性
の
低
下
、
大
手
銀
行
の
利
益
の
減
少
な
ど
。

（
54
）

紙
幅
の
制
約
等
か
ら
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
域
外
適
用
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
等
の
更
な
る
検
討
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
55
）

松
尾
直
彦
教
授
・
弁
護
士
「
ア
メ
リ
カ
の
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
日
本
の
金
融
機
関
と
企
業
へ
の
影
響
」
法
と
経
済
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル A

sahi 

Judiciary

（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
日
）
参
照
。
同
法
は
、
①
米
国
当
局
に
対
し
て
外
国
と
の
協
議
を
義
務
付
け
、
協
議
を
通
じ
て
我
が
国
の
金
融

規
制
が
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
（SISFs

規
制
、
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
及
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
な
ど
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
制
ほ
か
）。
②
外
国
の
金
融
規
制
が
相
応

す
る
も
の
で
な
い
場
合
、
米
国
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
禁
止
・
制
限
す
る
規
定
を
置
き
事
実
上
外
国
に
対
し
て
相
応
す
る
金
融
規
制
制
度
を
求
め
る
。

同
「
金
融
商
品
取
引
法
の
国
際
的
適
用
範
囲
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ーV

O
L.6

（
二
〇
一
一
年
九
月
）
二
七
六
―
二
八
六
頁
。

（
56
）

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
公
開
買
付
及
び
合
併
を
規
定
す
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
（
一
九
九
九
年
）
は
、
遅
延
及
び
費
用
を
強
い
る
の
み
な
ら
ず
、
米
国
会

計
基
準
に
準
拠
し
た
登
録
届
出
書
を
提
出
す
る
必
要
性
が
企
業
間
の
合
併
を
妨
げ
る
な
ど
、
非
米
国
企
業
に
煩
瑣
で
あ
り
、
二
〇
〇
八
年
九
月
改
訂

に
よ
り
米
国
投
資
家
に
よ
る
海
外
取
引
へ
の
参
加
能
力
を
高
め
る
。

（
57
）

米
国
債
は
自
己
勘
定
取
引
で
も
引
受
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
ク
、
リ
ス
ク
・
ヘ
ッ
ジ
等
の
取
引
は
規
制
さ
れ
な
い
。

（
58
）

短
期
為
替
ス
ワ
ッ
プ
取
引
規
制
に
よ
り
米
ド
ル
資
金
調
達
の
困
難
化
、
米
国
外
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
投
資
決
定
に
不
確
実
性
を
生
じ
さ
せ
る
等

も
懸
念
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
金
融
庁
「
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
（
案
）
に
関
す
る
米
国
当
局
宛
の
レ
タ
ー
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
二
年
一
月
一
二
日
）。

日
本
国
債
等
邦
銀
の
関
連
取
引
コ
ス
ト
が
増
加
し
米
国
現
地
法
人
撤
退
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。
域
外
適
用
の
抑
制
、
支
配
及
び
関
連
会
社
の
定
義
を

修
正
し
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
支
配
さ
れ
る
米
国
外
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
現
地
法
人
の
除
外
、
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
に
関
す
る
ト
レ



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

九
一
（
九
一
）

ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
の
反
証
可
能
な
推
定
規
定
（R

ebuttable Presum
ption

）
の
削
除
が
望
ま
れ
る
。
全
銀
協
「
米
国
ボ
ル
カ
ー･

ル
ー
ル
施
行
規
則

に
係
る
市
中
協
議
文
書
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
二
年
一
月
一
三
日
）、
同
「
米
国
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」
二
〇
一
〇
年

一
一
月
五
日
（
一
律
適
用
）、
同
「
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
改
革
お
よ
び
消
費
者
保
護
法
に
よ
る
自
己
資
本
規
制
の
フ
ロ
ア

ル
ー
ル
改
正
等
に
係
る
コ
メ
ン
ト
」
二
〇
一
一
年
二
月
二
三
日
（
域
外
適
用
）。

（
59
）

本
条
項
起
草
者
も
預
金
保
険
非
対
象
の
外
国
銀
行
支
店
等
を
適
用
除
外
条
項
か
ら
除
く
の
は
意
図
し
な
い
結
果
と
議
会
証
言
し
、
当
初
の
意
図

通
り
外
国
銀
行
支
店
等
も
免
責
条
項
を
含
め
米
国
内
銀
行
と
同
様
に
扱
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

（
60
）M

orrison v. N
ational A

ustralia B
ank, Ltd. N

o.0
7-0

5
8
3-cv (2d C

ir. 2
0
0
8).

「
米
国
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
、
外
国
発
行
会
社
の
証

券
訴
訟
に
つ
い
て
判
断
」
モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
Ｌ
Ｌ
Ｐ
（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
一
日
）、
大
橋
宏
一
郎
「
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用
に
関

す
る
最
近
の
動
向
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
一
年
二
月
七
日
）
四
八
―
五
〇
頁
。

（
61
）C

hoongsoo K
im

, G
overnor,B

ank of K
orea "Financial Integration,Financial Stability,and C

entral B
anking,A

sian M
arket Integration 

and Financial Innovation " Financial Service A
gency, G

overnm
ent of Japan, Februry 1

0, 2
0
1
2,

金
融
調
査
研
究
会
「
安
定
的
な
経
済
成
長
の

た
め
の
プ
ル
ー
デ
ン
ス
政
策
の
あ
り
方
」（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
）。

（
62
）

松
嶋
隆
弘
教
授
・
弁
護
士
は
、
経
営
判
断
の
原
則
の
意
義
と
根
拠
に
つ
き
、「
第
一
に
経
営
の
性
質
で
あ
る
。
…
…
第
二
に
、
経
営
判
断
に
関

す
る
裁
判
所
の
審
査
能
力
の
問
題
…
…
事
後
的
な
事
情
に
基
づ
き
取
締
役
に
結
果
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
、
不
当
で
あ
る
。
そ
し

て
第
三
に
、
経
営
判
断
の
失
敗
に
関
す
る
リ
ス
ク
は
取
締
役
を
選
任
し
、
経
営
に
つ
き
委
任
し
た
株
主
に
負
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
前

提
と
な
る
事
実
の
認
識
に
誤
り
が
あ
る
場
合
に
つ
き
、
経
営
判
断
な
ど
と
は
と
て
も
い
え
な
い
事
例
、
ミ
ス
を
隠
そ
う
と
す
る
事
例
、
意
思
決
定
の

過
程
に
つ
き
企
業
経
営
者
と
し
て
不
合
理
な
も
の
が
な
か
っ
た
か
と
さ
れ
た
事
例
の
三
類
型
を
示
し
、
整
理
し
て
切
り
込
ま
れ
る
。
金
融
危
機
に
お

け
る
米
国
投
資
銀
行
の
経
営
判
断
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
示
唆
に
富
む
。
松
嶋
隆
弘
『
税
理
士
の
た
め
の
中
小
企
業
の
内
部
統
制
』
日
本
税
理
士
会

連
合
会
推
薦
・
ぎ
ょ
う
せ
い
（
二
〇
〇
八
年
五
月
）
三
五
―
四
四
頁
参
照
。

（
63
）

二
〇
〇
九
年
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
判
決
（
デ
ラ
ウ
エ
ア
衡
平
裁
判
所
）
で
は
、
金
融
機
関
取
締
役
に
対
し
て
も
事
業
会
社
取
締
役
に
対
す
る
と

同
様
の
経
営
判
断
原
則
を
適
用
す
る
手
法
（Citi

基
準
）
が
示
さ
れ
、
多
く
の
株
主
訴
訟
が
却
下
さ
れ
る
。
変
動
幅
の
大
き
い
金
融
市
場
に
お
い



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

九
二
（
九
二
）

て
、
平
時
の
経
営
判
断
原
則
の
適
用
に
批
判
的
な
見
解
も
出
さ
れ
る
。
松
浦
肇
「
足
踏
み
す
る
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
」
金

融
財
政
事
情
（
二
〇
一
〇
年
一
一
月
八
日
）。
吟
味
の
基
準
そ
の
も
の
へ
の
疑
問
で
は
な
く
、
適
用
を
図
る
前
提
に
対
す
る
疑
念
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。In re C

itigroup S'holder Litig. 9
6
4 A

.2d 1
0
6, 1

2
2 (D

el.C
h. 2

0
0
9), Joseph W

. C
ooch"In re C

itigroup Inc. Shareholder D
erivative 

Litigation: In the H
eat of C

risis, C
hancery C

ourt Scrutinizes Executive C
om

pensation"2
0
1
1.

（
64
）

高
村
泰
夫
世
界
銀
行
日
本
理
事
室
理
事
代
理
、
野
村
宗
成
Ｉ
Ｍ
Ｆ
日
本
理
事
室
審
議
役
他
「
二
〇
一
一
年
Ｉ
Ｍ
Ｆ
世
銀
春
総
会
の
評
価
と
今
後

の
課
題
」
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
開
発
フ
ォ
ー
ラ
ム
研
究
会
（
於
世
界
銀
行
本
部W

ashington,D
C

 

二
〇
一
一
年
四
月
二
八
日
）。
国
際
通
貨
シ
ス
テ
ム

（
Ｉ
Ｍ
Ｓ
）
の
分
析
と
し
て
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
、
資
本
フ
ロ
ー
、
流
動
性
の
三
点
か
ら
検
討
す
る
。
包
括
的
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
資
本
フ
ロ
ー
へ

の
対
処
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
要
に
な
る
。
各
国
別
の
状
況
と
金
融
面
統
合
の
利
益
を
踏
ま
え
つ
つ
、
資
本
流
出
に
つ
な
が
る
政
策
と
資
本
流

入
へ
の
対
処
策
の
双
方
に
つ
い
て
の
勧
告
を
含
む
べ
き
で
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
対
し
、
世
界
的
な
流
動
性
、
資
本
勘
定
の
管
理
に
関
す
る
加
盟
国
の
多

様
な
経
験
、
国
境
を
越
え
た
資
本
フ
ロ
ー
の
自
由
化
、
国
内
の
金
融
市
場
の
発
展
を
深
く
分
析
す
る
よ
う
強
く
促
す
と
し
て
い
る
。

[

本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
日
本
大
学
海
外
派
遣
研
究
員
（
短
期
Ａ
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る]   
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